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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年12月11日～令和8年1月20日※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
コード

「トラック運送業における適正取引推進ガイドライン」を改訂しました。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html

R7.12.11 国土交通省

(令和7年12月23日)運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件
の集中調査の結果について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251223_unso_ty

ousa.html

R7.12.23
公正取引委員会
中小企業庁

「ダブル連結トラック」の利用に関するアンケートを実施します
～導入促進に向けたアンケートにご協力ください！～
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_002035.html

R7.12.23 国土交通省

トラック・物流Ｇメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省
の対応について― 貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」を１件実施 ―

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000348.html

R7.12.23 国土交通省
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トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
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コード

令和8年度農林水産関係予算概算決定について
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/251226.html

R7.12.26 農林水産省

パートナーシップ構築宣言のひな形を改正します（令和8年1月1日改正）
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251226002/20251226002.ht

ml

R7.12.26 経済産業省

(令和7年12月26日)令和8年度公正取引委員会予算等の概要
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251226yosan.ht

ml

R7.12.26 公正取引委員会

(令和7年12月26日)「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指
針」の改正について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi

.html

R7.12.26 公正取引委員会

令和７年10月の宅配便の再配達率は約8.3％
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000956.html

R7.12.26 国土交通省
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令和８年度コンテナターミナルゲートの高度化に対する補助事業の公募を
開始します～コンテナターミナルにおける生産性の向上と労働環境の改
善に向けて～
https://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000217.html

R8.1.5 国土交通省

令和７年度補正予算及び令和８年度当初予算案を踏まえた中小企業等
関係予算等について
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r8/r7_r8_shokibo.pdf

R8.1.6 中小企業庁

トラック運送事業の適正原価に関する実態調査への協力依頼について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000129.html

R8.1.7 国土交通省

「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上、飲酒運転防止による事故
防止に関するセミナー」を開催します
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000119.html

R8.1.13 国土交通省

3

https://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000217.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r8/r7_r8_shokibo.pdf
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000129.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000119.html


トラック運送業における適正取引推進ガイドライン(一部資料抜粋)

令和７年４月の改正トラック法

令和８年１月に施行された中小受託適正化法（取適
法）並び受託中小企業振興法（振興法）の内容を反映
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社
会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラッ
クドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を
改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの
更新制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、
他の事業者に運送を委託するときは、国土交通大
臣が定める「適正原価」を継続して下回らないこ
とを確保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、
元請として運送を引き受ける場合、再委託の回数
を二回以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック
（いわゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）
荷主等に対しては是正指導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適
切・効率的に実施できるよう独立行政法人に行わ
せる等必要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 
⑴①について更新手数料等によるほか、⑴②につ
いて広く社会で支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置
等を本法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的

な推進を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者

会議を設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のための
体制の整備等の推進に関する法律

担
保（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制

（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に
該当するものとして是正指導を実施

（※）標準的運賃については廃止
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２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限 ①

〇 国土交通大臣は、トラック運送事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業の労働

者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のた

めに必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、

公租公課等の、適正な事業運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映し

た積算を行うことにより、「適正原価」を定め、告示することができる。

（１）これに伴い、「標準的運賃」は廃止する。

（２）適正原価は、一般貨物運送事業者だけでなく、軽貨物運送事業者、

特定貨物運送事業者についても設定することができる。

（３）適正原価の設定にあたっては、運輸審議会への諮問が必要。
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〇 トラック運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送に係る運賃・料金が、適正原価を下

回ることとならないようにしなければならない。 受注者の義務

〇 トラック運送事業者・利用運送事業者は、他のトラック運送事業者の行う運送を利用すると

きは、その利用する運送に係る運賃・料金が、適正原価を下回ることとならないようにしなけ

ればならない。 発注者の義務

（１）一般貨物運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者（第一種自動

車・第二種集配）、軽貨物運送事業者、特定貨物運送事業者に対しても

適用される。

（２）事業許可の有効期間である５年間を通じた総運行距離、総労働時間等

を勘案し、出来る限り簡便かつ客観的に判断しうる判定基準を設定するこ

とを想定。

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限 ②
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【貨物自動車運送事業法】

施 行 施 行

（令和7年6月11日）

公 布

○委託次数の制限

○違法な白トラに係る
 荷主等の取締

○書面交付義務等の
利用運送事業者への適用

１年以内

○許可基準追加、許可更新制度

○適正原価の遵守義務

○労働者処遇確保義務

３年以内 ２年（経過措置）

適正原価の

告示

更新の申請及び審査の開始
（５年めどで一巡）

【貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律】

（令和7年6月11日）

公 布

３年以内

即日施行

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の

措置等を３年以内を目途として講じる

６．トラック適正化二法の施行時期
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